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相続税基礎控除額の縮小とは？

長津田総合法務事務所グループ

長津田ハッピー通信
創刊記念号！！

相続に関する様々な情報提供を行います！！

ファイナンシャルプランナーの目

平成２５年１月２４日に、自民党及び公明党が
「平成２５年度税制改正大綱」を発表しました。
これにより、平成２７年１月１日以降の相続に
つき、新たな基礎控除が適用される事になり
ました。

相続税基礎控除額の縮小とは？

現在の相続税の基礎控除は以下の通りです。

5,000万＋10,000万×法定相続人

これが新税制では、

3,000万＋600万×法定相続人

となります。具体的にみてみましょう。

配偶者１人と子2人が相続人の場合

現行⇒5,000万＋1,000万×3人＝8,000万円

新税制⇒3,000万＋600万×3人＝4,800万円

と基礎控除枠は60％に縮小されます。つまり

首都圏で不動産を保有されている方ですと

相続税の対象になる可能性が出てくるのです！

「住宅購入は今がお得！？」
「購入後の生活費が不安！」
「消費税増税の影響はあるの？」

＊事前予約制となっております

ご予約は045-511-8726
株式会社ロイヤーズライフアシスト 中嶋まで

「消費税増税」

ご予約の方は
ケーキ＆カフェ
付です（＾ｖ＾）
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長津田総合法務事務所グループのご紹介
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長津田総合法務事務所長津田総合法務事務所

㈱ロイヤーズ㈱ロイヤーズ

ライフアシストライフアシスト

㈱ロイヤーズ㈱ロイヤーズ

ハウジングハウジング

不動産仲介（売買・賃貸）
買取り・不動産管理

生命保険・損害保険
フラット３５取次

ライフコンサルティング

相続・遺産分割
債務整理・不動産の名義変更

離婚問題・債権回収

編集後記

専用ダイヤル0120‐631‐052

グループ3社の体制で本格始動して約1年。その間社員の数も大幅に増え、この春にはグループ初の新卒採用も
行いました。4月下旬には新事務所もオープンし、地域の皆様方との交流を目的に「セミナールーム」を開設させて
頂きました。より地域に根差した事務所を目指し、この度「ハッピー通信」第一号の発行に至りました。
今後定期的な発行をして参りますのでよろしくお願い致します。 （FP中嶋 康仁）

ライフコンサルティング

相続・住宅ローンのご相談は・・・




